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Ⅲ 京都府下の広域圏・市町村・旧村 
 
１，農村地域の重層性 

 

(１)広域生活圏構想 

 広域生活圏構想は，国土の開発整備のために，その開発方式として大規模開発プロジェ

クト方式を採用した新全国総合開発計画(1969 年)に併用されたもので，住民に一定水準の

生活環境を保障するために市町村域を越える広域生活圏を設定し，これを地域開発の基本

圏域としてとらえ，圏内の生活環境を計画的に整備することを提唱している(1)。この広域

生活圏として，広域市町村圏(日常社会生活圏で人口 10 万人以上)･地方生活圏･農村基盤総

合整備パイロット事業調査計画の圏域･定住圏等の種々の圏域が設定されている。これらの

うち，定住圏構想(1977 年)は，全面的な都市化の進展に対処し，自然環境と調和した都市･

農村を一体とする生活環境を創造することを目標に，総合的な圏域を設定し，開発整備し

ようとする構想で，他の広域圏を対象とする諸計画もほぼ類似の考えで作成されている。 

 

（２）重層化した生活圏域 

 定住構想には，居住区･定住区･定住圏等が重層化して存在していると考えられ，居住区

(農業集落)が約 14 万集落，定住区(旧市町村)が約 15,000，定住圏(広域市町村圏)が約 330

ある(表 3-1-1)。 定住構想の圏域の中には，現在の行政圏域である市町村は含まれてい

ないが，市町村数は約 3,300*1である。  表 3-1-1 定住構想の圏域(生活圏)(1) 

 これらの重層化した生活圏域の実態を  

捉え，それぞれの総合計画（Ⅱ章参照） 

を作成していくためには，圏域ごとのデ 

‐タ整備の充実が先ず必要である。さら 

にある生活圏域で不足するデ‐タについ 

ては，他の圏域のデ‐タで作成していく 

ことが可能なシステム（例えば「京都府 

旧村デ‐タベ‐ス 2001」作成フロ‐(2)） 

を作っていくことも重要となってこよう。 

以下では京都府における 3 段階の生活 

圏域―特に旧村圏域を中心にその概要と 

デ‐タの一例を示している。 

 

 

 

 

人口　　11,200 万人　 （50 年）
世帯　　3,140 万世帯　(50 年）
住宅　　3,100 万戸        （48 年）

国勢調査（50世帯）　　　　　　67万区
集落（60戸）　　　　　　　　14万集落
基礎集落圏（大字 ,150 戸）　　　　  7 万
旧市町村　　　　　　　　　　　15,000
小学校区　　　　　　　　　　　24,000
中学校区　　　　　　　　　　　11,000

広域市町村圏　　　　　330
流域圏　　　　　　　　230
通勤通学圏　　　　　　190
地方生活圏　　　　　　170
都市開発区域　　　　　37
新産業都市 • 工業整備
特別地域　　　　　　　21

注：1）　行政区画境界による。
　　2）　旧市町村数は明治 22年の市町村数による。

(1) 国土庁計画・調整局編：第３次全国総合開発計画第３巻 pp.901-903(1978)



(3) 京都府：むすびあい，ともにひらく新世紀・京都（新京都府総合計画），p289(2001) より作成

（3）



 

(2) 牛野　正・鬼塚健一郎：既存デ－タの統合による旧村のデ－タベ－ス化に関する研究
2002年度農村計画学会学術研究発表会，pp.59-60(2002)



(4) 木上正輝・牛野　正：京都府の旧村デ－タベ－スづくり，2003 年度農村計画学会学術研究発表会，pp.39-40(2003)

国土交通省ホームページ：国土数値情報ダウンロードサービス　http://nlftp.mlit.go.jp/ksi/ より作成

（4）

（4）



（２）農業地域類型 

 京都府下の 44 市町村の農業地域類型(6)を示したのが図 3-3-4 である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○可住地に占めるDID の面積が 5％以上で , 人口密度 500人以上
またはDID 人口 2万人以上の市区町村（旧市区町村）。
○可住地に占める住宅等率が 60％以上で人口密度 500人以
上の市区町村（旧市町村）。ただし , 林野率 80％以上のもの
は除く。

○耕地率 20％以上かつ林野率 50％未満の市町村（旧市区町
村）。ただし , 傾斜し 20分の 1以上の田と傾斜 8度以上の畑の合
計面積の割合が 90％以上のものを除く。
○耕地率 20％以上かつ林野率 50％以上で、傾斜 20分の 10以上
の田と傾斜 8度以上の畑の合計面積の割合が 10％未満の市町
村（旧市区町村）。

○耕地率 20％未満で ,「都市的地域」及び「山間農業地域」以
外の市町村（旧市区町村）。
○耕地率 20％以上で ,「都市的地域」及び「山間農業地域」以
外の市町村（旧市区町村）。

○林野率 80％以上かつ耕地率 10％未満の市町村（旧市区町
村）。

注：1　決定順位：都市的地域→山間農業地域→平地農業地域•中間農業地域
　　2　DID〔人口集中地区〕とは , 人口密度約 4,000 人 /km2 以上の国勢調査地区がいくつか隣
接し , 合わせて人口 5,000 人以上を有する地区を言う。
　　3　傾斜は , 一筆ごとの耕作面の傾斜ではなく , 団地としての地形上の主傾斜を言う。

都市的地域

山間農業地域

平地農業地域

中間農業地域

農業地域類型 基準指標 コード

1

2

3

4

(6)( 財 ) 農林統計協会：「2000年世界農林業センサス　農林業集落カ－ド」(CD-ROM版 ) より作成

（6）
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(6)( 財 ) 農林統計協会：「2000 年世界農林業センサス　農林業集落カード」(CD-ROM 版 ) より作成

（6）



国土交通省ホームページ：国土数値情報ダウンロードサービス　http://nlftp.mlit.go.jp/ksi/ より作成



(8)( 財 ) 農林統計協会：「1995年農業センサス農村地域環境総合調査　旧市区町村カ－ド」(CD-ROM版 ) より作成
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